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令和５・６年度大船渡市市営建設工事入札参加資格審査申請について 

  

１ 資格の種別 

  令和５・６年度に大船渡市が発注する指名競争入札の参加に係る資格審査の対象とする

工種は、次に掲げるものとします。 

 ⑴土木一式工事 ⑵建築一式工事 ⑶舗装工事 ⑷法面処理工事 ⑸電気工事  

 ⑹漁港工事   ⑺塗装工事   ⑻造園工事 ⑼板金工事   ⑽水道工事 

 

２ 指名競争入札に参加することができる者 

大船渡市が発注する工事に係る指名競争入札に参加できる者は、市長の審査を受けて市

営建設工事入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）の当該工事の種別に応じた

種別に登載されているものであり、かつ、当該工事の種別が資格者名簿において等級に区

分された工事種別であるときは、資格者名簿の当該工事の設計額に応じた等級に格付けさ

れている者とします。 

ただし、次に掲げる欠格要件のいずれかに該当する者は、入札に参加することができま

せん。 

 ⑴ 基本的欠格要件  

①  地方自治法施行令第 167 条の４第１項に規定する契約を締結する能力を有しない者

及び破産者で復権を得ない者 

② 市営建設工事入札参加資格者要綱（昭和 53 年大船渡市告示第 21 号）第９第１項又

は第２項の規定により、資格者名簿から抹消された後２年間を経過していない者 

③ 市税、法人税（個人にあっては所得税）、消費税及び地方消費税を滞納している者 

④ 雇用する労働者が雇用保険の被保険者となったこと並びに健康保険及び厚生年金保

険の適用事業所となったことについて関係機関に届出を行っていない者 

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第

２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有

する者 

  ⑵  工種別欠格要件 

① 全工種共通欠格要件 

ア 希望する工種の建設業法（昭和 24 年法律第 100 号。以下「法」という。）第３条

第１項の規定による許可を受けていない者 

イ 希望する工種の法第 27 条の 23 の規定による経営規模その他経営に関する客観的

事項の審査を受け、総合数値が得られない者 

   ウ 希望する工種の技術職員を２人以上有していない者 

   エ 希望する工種の完成工事高が０で経営事項審査を受けた者 

  ② 水道工事欠格要件 

ア 水道施設工事業、管工事業及び土木工事業について、それぞれ上記①のアの許可

を受けていない者 

イ 水道施設工事業、管工事業及び土木工事業について、それぞれ上記①のイの総合
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数値が得られない者 

ウ 大船渡市指定給水装置工事事業者でない者 

エ 水道施設工事、管工事及び土木工事について、それぞれの技術職員を２人以上有

していない者 

オ 水道施設工事、管工事及び土木工事（上水道に係る工事のみ）について、いずれ

も完成工事高が０で経営事項審査を受けた者 

 

３ 入札参加資格審査申請の手続き 

 ⑴ 資格審査基準日 

   令和５年１月 31 日 

 ⑵ 受付期間 

令和５年２月 15 日（水）から令和５年３月 15 日（水）まで 

（土曜日、日曜日及び祝日を除きます。） 

⑶ 受付時間 

  午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除きます。） 

 ⑷ 受付場所 

大船渡市総務部契約検査室とします。ただし、上水道に関する工事を希望する申請者

で、市内に主たる営業所を有する者は、大船渡市水道事業所とします。 

⑸ 提出方法 

直接持参又は郵送してください。 

  直接持参する場合は、記載内容を説明できる方が提出してください。 

  郵送する場合は、令和５年３月 15 日（水）必着とします。期間内に余裕をもって申請

してください。受付票が必要な方は、返信用の封筒又はハガキを同封してください。 

送付先：〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢 15 番地 大船渡市役所 

   総務部契約検査室（上水道に関する工事は水道事業所）宛 

なお、提出書類は、原則としてＡ４版横書きとし、綴り込みの順序は下記⑼に掲げる

順とします。 

 ⑹ 提出部数 

   １部 

 ⑺ 資格審査結果の通知 

   資格審査の結果は、文書で通知します。 

 ⑻ 資格者名簿の有効期間 

   有効期間は、令和５年６月１日から２年間となります。 

 ⑼ 提出書類 

   次の書類を、資格審査基準日現在の状況で作成願います。 

① 大船渡市市営建設工事入札参加資格審査申請書（様式第１号） 

② 営業所一覧表（様式第２号） 

③ 登記事項証明書（商業登記簿謄本）又は身分証明書（写し可） 

申請者が法人の場合は登記事項証明書（商業登記簿謄本）、個人の場合は身分証明書
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とし、申請書を提出する日の直前３か月以内に官公庁が発行したもの又はその写し 

④ 建設業許可証明書の写し 

法第３条に基づく許可書の写し 

⑤ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 

令和３年10月１日以降の経営事項審査基準日で最新の総合評定値通知書の写し。（総

合評定値Ｐ点の記載のあるもの） 

※  許可行政庁に対して総合評定値を請求済であるものの、申請書の提出期限まで 

に総合評定値通知書の写しを提出できない場合は、許可行政庁の受付印のある「経

営規模等評価申請書」、「総合評定値請求書」及び「工事種類別完成工事高」の写し

を提出してください。 

ただし、総合評定値通知書を受けしだい直ちにその写しを提出してください。 

総合評定値通知書の提出がない場合、市営建設工事競争入札参加資格を認めない場 

合があります。 

⑥ 工事経歴書（様式第３号） 

令和２年９月30日から資格審査基準日までに契約を締結した主な工事経歴を希望す

る市営建設工事の種類ごとに記載したもの 

⑦ 技術職員名簿（様式第４号） 

     法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第２号イ若しくはハに該当する者

であって、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者（申請者が法人の

場合においては常勤の役員を、個人の場合においてはその事業主を含む。）を記載し

たもの 

⑧ 大船渡市内営業所職員名簿（様式第５号） 

大船渡市内の営業所の常勤職員を記載したもの 

⑨ 印鑑証明書 

実印に係る印鑑証明書で、申請書を提出する日の直前３か月以内に官公庁が発行し

たもの 

⑩ 納税証明書 

ア 市税、法人税について 

申請書を提出する日の属する年度及び前年度の市税（申請者が特別徴収義務者で

ある場合は、当該申請者が特別徴収によって納付すべき市民税を含む。）及び法人税

（個人にあっては所得税）の納税証明書で、申請書を提出する日の直前３か月以内

に官公庁が発行したもの又はその写し（納期到来分の未納額がない旨の証明書で可） 

※ 市税務課の収納係で納税証明書の発行を申請する際に、「市営建設工事の入

札参加資格申請書に添付するため」と申請目的を話してください。 

イ 消費税及び地方消費税について 

申請書を提出する日の直前の２事業年度分の消費税及び地方消費税（消費税課税

事業者に限る。）の納税証明書で、申請書を提出する日の直前３か月以内に官公庁

が発行したもの又はその写し（未納の税額がない旨の証明書で可） 

※ 事務手続き簡素化のために税務署で納税証明交付請求書の種類の欄で、個人
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の場合はその３の２を、法人の場合はその３の３をチェックし、また、消費税

及び地方消費税の欄をチェックして請求してください。 

※ e-Ｔax を利用したオンライン請求で取得することも可能です。ただし、電子

納税証明書（電子データ）で取得し、紙に印刷したものは証明書としての効力

がありませんので、必ず書面による証明書を取得してください。 

⑪ 船舶所有調書（様式第６号） 

漁港工事を希望する者のみ提出 

⑫ アスファルトフィニッシャー及びアスファルトプラント保有調書（様式第７号） 

舗装工事を希望する者のみ提出 

⑬ 舗装施工管理技術者の資格者名簿（様式第８号） 

舗装工事を希望する者のみ提出 

⑭ 経常共同企業体協定書（様式第９号） 

経常共同企業体を結成して申請する者のみ提出 

⑮ 経営規模等総括表（様式第10号） 

経常共同企業体を結成して申請する者のみ提出 

  ⑯ 災害緊急時活動実施報告書（様式第11号） 

資格審査基準日の年度及び前年度において、災害緊急時に巡回パトロール、救援活

動、災害応急工事、災害時障害物除去、家畜伝染病対応に協力した場合 

⑰ 地域貢献活動実施報告書（様式第 12 号） 

資格審査基準日の年度及び前年度において、無償で道路等及び交通安全施設の清掃、

防犯活動、地域行事への参加協力、地域内除雪作業等を実施した場合 

⑱ 消防団員雇用状況確認書（様式第 13 号） 

資格審査基準日において、消防団員に任命されている者を雇用している場合 

⑲ 資格審査基準日において、保護観察対象者等の雇用に係る協力雇用主として登録し

ている場合には、保護観察所が発行する証明書又はその写し 

⑳ 障がい者の雇用を確認する書類 

資格審査基準日において、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき障がい者の

雇用を義務付けられている者にあっては、公共職業安定所の長に提出した障害者雇用

状況報告書の写し、その他の者で障がい者を雇用している場合には、障害者手帳等の

写しと雇用を証明する書類 

㉑ 新卒者職員調書（様式第 14 号） 

次に掲げる者を採用し、資格審査基準日において常勤として継続して雇用している

場合 

ア 学校教育法に規定する中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校中学部

若しくは高等部、大学、大学院、短期大学、高等専門学校又は専修学校を卒業後

３年以内の者 

イ 職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設又は職業訓練法人が設置 

する認定高等職業訓練校の課程（在職者訓練を除く。）を修了後３年以内の者 

卒業（修了）証書又は卒業（修了）証明書の写しを添付 
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  ㉒ 資格審査基準日において、いわて子育てにやさしい企業等認証を取得している場合

には、取得していることを証する書類又はその写し 

  ㉓ 資格審査基準日において、いわて女性活躍認定企業等（ステップ２）認定を取得し

ている場合には、取得していることを証する書類又はその写し 

㉔ 水道関連工事の直前２年間（３年間）の年間平均完成工事高調書（様式第 18 号） 

水道工事を希望する者のみ提出 

㉕ 上水道工事の年間完成工事高調書（様式第 19 号） 

水道工事を希望する者のみ提出 

  ㉖ 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入義務がないことの誓約書（様式第15号） 

    雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入義務がない場合のみ提出 

  ㉗ 暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないことの誓約

書（様式第16号） 

㉘ その他資格審査に必要な書類 

 

４ 資格審査 

  大船渡市市営建設工事入札参加資格審査申請書を提出した建設業者のうち、市内業者（市

内に主たる営業所を有する者）及び準市内業者（市内に法の許可を受けた支店又は営業所

を有し、その支店又は営業所に契約締結権限が委任されており、常時、技術職員及び作業

員を保有している者）について、経営に関する客観的事項の審査結果に基づく総合評定値

及び主観的事項の評定値との合計により審査し格付けを行います。 

  なお、主観的事項は、申請書の提出のあった年度及びその前年度における、次の各号の

評定値の合計により行います。 

⑴  工事成績 

令和３・４年度平均工事成績により算定（70 点～－156 点） 

⑵  指名停止等による減点 

  指名停止（月数×－10 点）、文書警告（件数×－10 点） 

⑶  災害緊急対応 

 災害緊急時に協力した場合には、１件あたり 10 点（上限 40 点）を加算。 

⑷  地域貢献活動 

   無償で奉仕活動を実施した場合には、1 回あたり２点、消防団員に任命されている者

を雇用している場合には、１人あたり５点、保護観察対象者等の雇用に係る協力雇用主

として登録している場合には、５点を加算。（上限 45 点） 

⑸ 障がい者雇用 

障がい者の雇用を義務付けられている者は、法定雇用障害者数を１人以上上回ってい

る場合、その他の者は、障がい者を雇用している場合に、10 点を加算。 

⑹ 新卒者継続雇用 

新卒者等を卒業（修了）後３年以内に採用し、常勤として継続して雇用している場合には、 

１人あたり 15 点（上限 45 点）を加算。 

⑺ いわて子育てにやさしい企業等認証を取得している場合には、２点を加算。 
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⑻ いわて女性活躍認定企業等（ステップ２）認定を取得している場合には、２点を加算。 

 

５ 提出書類記載事項の変更届 

  申請書提出後、次の書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに変更届（様式第 17

号）を市長に提出してください。 

⑴ 営業所一覧表（様式第２号） 

⑵ 登記事項証明書（商業登記簿謄本）又は身分証明書（写し可） 

⑶ 建設業許可証明書の写し 

⑷ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 

⑸ 技術職員名簿（様式第４号） 

⑹ 印鑑証明書 

⑺ 船舶所有調書（様式第６号） 

⑻ アスファルトフィニッシャー及びアスファルトプラント保有調書（様式第７号） 

⑼ 舗装施工管理技術者の資格者名簿（様式第８号） 

⑽ その他資格審査に必要な書類 

 

６ 技術者等の要件 

⑴  希望する工種において、技術職員を２人以上有していなければ申請することができま 

せん。 

 ⑵ 下記工種のＡ級にあっては、特定建設業の許可を有しており、かつ、２級以上の技術

職員を３人以上（うち１級が２人以上）有していることが必要となります。 

工種 格付 
特定建設業

許可の有無 

技術者要件 

資格の名称 技術職員数 

土木一式工事 Ａ級 有 土木施工管理技士等 ３（２） 

建築一式工事 Ａ級 有 建築施工管理技士等 ３（２） 

   注１ 技術職員数の括弧外の数字は２級以上の技術職員数、括弧内の数字はうち１級

の技術職員数です。数字は営業所専任の技術職員を含みます。 

注２ 各工種に対する資格については、次ページの資格区分表のとおりです。 

      １級相当 １級建設機械施工技士、各業種の１級施工管理技士、１級建築士、

各業種の技術士、監理技術者資格者証の交付を受けている技術者 

２級相当 ２級建設機械施工技士、各業種の２級施工管理技士、２級建築士、

実務経験資格等 

 ⑶ 舗装工事にあっては、工事経歴、施工技術、工事用機械、プラントの有無等を勘案し

て選定します。 

 ⑷ 漁港工事にあっては、土木一式工事Ａ級に格付けされる者とし、工事経歴、施工技術、

工事用機械、船舶の有無等を勘案し選定します。 

 ⑸ 電気工事のＡ級にあっては、市内業者による経常共同企業体及び発注標準額以上の工

事実績を有する準市内業者を選定します。 
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資 格 区 分 表 

 

根拠 資格区分 

工 種 

土木一式

工事 

建築一式

工事 

建設業法 

法第７条第２号 イ該当 △ △ 

法第７条第２号 ロ該当 △ △ 

法第 15 条第２号 ハ該当（同号イと同等以上） △ △ 

１級 建設機械施工技士 ◎  

２級    〃    （第１種～第６種） ○  

１級 土木施工管理技士 ◎  

２級    〃    （土木） ○  

１級 建築施工管理技士  ◎ 

２級    〃    （建築）  ○ 

建築士法 

１級 建築士  ◎ 

２級  〃  ○ 

技術士法 

建設・総合技術監理（建設） ◎  

農業「農業土木」・総合技術監理（農業「農業土木」） ◎  

水産「水産土木」・総合技術監理（水産「水産土木」） ◎  

森林「森林土木」・総合技術監理（森林「森林土木」） ◎  

注） 「◎」は、「１級相当」に、「○」及び「△」は「２級相当」にそれぞれ該当するもの

であること。（ただし、「△」は、該当する工種においてのみ有効。） 


